
(中学生以下の方は運動室をご利用
頂けません。)

高齢者：65歳以上の方

障害者：障害者手帳をお持ちの方

小人：18歳以下、中学生以下を除く

一般：中学生以下以外の方

大人：19歳以上、64歳以下の方

いつも当施設をご利用いただき誠にありがとうございます。
令和７年１０月１日（水）よりの施設料金改定に伴い、
利用者カードも以下のように一部変更となります。
ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

世田谷区立健康増進・交流施設 せたがやがやがや館

区内 高齢者・障害者・小人

区外 一般

（区分が入ります）

区内 大人

区内・区外 中学生以下

（区分が入ります）

（区分が入ります）（区分が入ります）

子供や子育て家庭に対する経済的支援を進める観点から、
新たに中学生以下と小人の区分が追加されます。
該当される方は、がやがや館3階受付にて利用者カードの変更を
行ってください。なお、変更の手続きは10/1より受付開始します。


	スライド 1

